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０．地域スポーツ体制の現状図

小学生
約630万人

中学生
約321万人

（中体連加盟者
数：約199万人、

加盟部活動数：
約6万部）

幼稚園・

保育園・認
定こども園
約458万人

総合型地域
スポーツクラブ

3,594か所

スポーツ少年団
約31,000団

団員：約65万人

民間スポーツクラブ等
約1,600事業所

会員：約260万人

出典： 「学校基本調査」（令和2年5月1日時点）（幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・高等学校・大学の児童・生徒数について）
「保育所等関連情報取りまとめ」（令和2年4月1日時点）（保育所の児童数について）
「総合型地域スポーツクラブ活動状況調査」（令和2年7月時点）（総合型地域スポーツクラブについて）
「スポーツ少年団育成報告書」（令和2年3月時点）（スポーツ少年団について）
「特定サービス産業動態統計調査」（令和3年4月時点）（民間スポーツクラブ等について）
「人口推計」（令和3年5月1日時点（概算値））（人口について）

高校生
約309万人

（高体連加盟者
数：約112万人）

大学生
約292万人

20～64歳の人口
約68,530,000人

65歳以上の人口
約36,310,000人

スポーツの実施場所

その他
（自治体・地域の運動教室、

個人サークル、
地域スポーツコミッション 等）



『総合型地域スポーツクラブの活動』

クラブマネジャー（クラブ全体の経営管理）
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会費収入

多様な財源

地方公共団体

都道府県
体育協会他

地域課題解決に
向けた取組への支援
クラブの自立的な
運営への支援 定期的・継続的な活動拠点・会員の交流拠点

学校施設 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ公共施設
民間スポーツ
施設

「総合型地域スポーツクラブ」
の果たす役割

令和2年7月現在
育成数：3,594クラブ（創設準備中含む）
全国市区町村の80.6%に設置

地域住民の
スポーツ参加
機会増加

地域住民
の交流が
活性化

元気な
高齢者の
増加

地域住民が主体的に
地域のスポーツ環境を
形成する「新しい公共」
が実現

運動不足の解消による
過剰医療費の抑制に
寄与

学校の授業・部活動
への支援を通じて、
コミュニティスクールへの
発展に寄与

子供たちが
明るく活発に

など

地域への効果

地域住民の
健康増進

１．総合型地域スポーツクラブについて
「総合型地域スポーツクラブ」
・・・「多種目」「多世代」「多志向」というスポーツクラブとしての形態により、行政でもなく、民間企業でもなく、

地域住民によって、自主的・主体的に運営されているもの。
・スポーツ基本法（平成23年法律第78号）
第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するス
ポーツ団体（以下「地域スポーツクラブ」という。）が行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを
行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう
努めなければならない。

・スポーツ基本法（平成23年法律第78号）
第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するス
ポーツ団体（以下「地域スポーツクラブ」という。）が行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを
行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう
努めなければならない。
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（令和元年7月1日現在）
１．総合型地域スポーツクラブについて

○総合型地域スポーツクラブの設置状況（令和２年７月１日現在）

現状
全国の

市区町村
の

80.5％
に設置
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総合型地域スポーツクラブ育成状況推移（H14～R２）

3,594 クラブ育成率

（R２年7月1日現在）

○法人格取得クラブ
８９９ → ９１２

○指定管理者クラブ
２１９ → ２１８

（R１年度→R２年度）

現状
全国の

市区町村
の

80.6％
に設置
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○総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度
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【認証】
認証とは、当該クラブが登録手続きを完了した後に、
制度の運用主体があらかじめタイプ別に用意した「認
証基準」のいずれかのタイプに当該クラブをあてはめ
、タイプに応じた認定証を当該クラブに対し発行する。
※登録したクラブが自らの希望により申請することを
可能とするもので、1クラブが複数タイプの認証を受け
ることもできる。

全国統一のルール

「基本基準」に加え、
都道府県協議会が任意で追加できる

【登録】
登録とは、総合型クラブからの申請に基づき、制度の
運用主体が「登録基準」に合致したと判断した場合に、
総合型クラブとしての名簿に記載する手続きとする。

【注記】「都道府県協議会」は「都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」の略称です。

認知度の向上 信頼性の向上 利便性の向上 安心感の醸成

１．総合型地域スポーツクラブについて

・・・総合型地域スポーツクラブの質的な担保を行うための制度。スポーツ庁が大枠を策定し、日本スポーツ協会が都道府県ごとに作成する
登録・認証基準のひな形を作成。スポーツ庁と日本スポーツ協会による説明会のほか、要望のあった都道府県に個別の説明を実施。出さ
れた意見を踏まえひな形を修正し、修正案の説明会を経て制度案を策定（令和２年３月）。令和３年度からの運用開始の予定であったが、
新型コロナウイルスの感染拡大により、令和４年度からの運用開始とした。



【スポーツ少年団登録団員数の推移】

「スポーツ少年団」
○目的・・・スポーツによる青少年の健全育成

○沿革・・・昭和37年、(財)日本体育協会により内部組織として創設。全国的に組織化が図られる。
(各都道府県体協・市町村体協等に少年団本部を設置)

○活動目安・・・身体的、精神的に無理がなく、意欲をもって参加できる活動であること。
単位団活動の目安＝1日2～3時間程度、1週間に2,3回

○単位団概要（令和元年度現在）
団数：31,302団
団員数：649,289名（構成割合：幼児小学生86.3％、中学生12.4％、高校生以上1.3％）
加入率：小学生 8.8％、中学生 2.5％
活動種目：軟式野球(19.9%)､サッカー(12.7%)､バレー(11.0%)､バスケット(10.4%)､複合種目(9.9%)等
主たる活動場所：学校施設(68.5%)、公営施設(25.5％)、民営施設(2.2%)、その他(3.6%)

２．スポーツ少年団について
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「民間のフィットネスクラブ等」
○市場規模は2018年12月時点で4,786億円であり、近年小規模フィットネスクラブチェーンの成長や新規
参入者によるコンセプトが明確化されたスタジオの出店が増えた影響により、市場規模の拡大が見られる。

○大手フィットネスクラブについては、既存施設のリノベーションや新しい業態及びサービスに取り組み、業績を
維持または伸長させている。特にスタジオのホットヨガ対応、ジムの24時間営業化、パーソナルトレーニングや
コンディショニング系・高強度インターバルトレーニング系プログラムを提供するエリアを付設するクラブが多いほ
か、スイミングスクールや自治体・法人からの受託事業が成長している。

○会員の年齢層については、総合業態を主力とするフィットネスクラブでは、総会員数に占める中高年層の割
合が年々高くなっている。大手民間フィットネスクラブを例にあげると、会員における中高年層（50歳以上）
の構成比は50～60％前後となっている。

「スポーツ白書2020」より

３．民間のフィットネスクラブ等について
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売上高合計
（百万円）

利用者数
（人）

会員数
（人）

事業所数 指導員数
（人）

2018年 337,263 256,243,299 3,365,183 1,426 36,111

2019年 334,780 254,507,343 3,362,965 1,461 37,171

2020年 223,517 171,582,052 2,689,796 1,583 34,627

○フィットネスクラブの現状について

（経済産業省・特定サービス産業動態統計調査より作成）


